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令 和 元 年 ９ 月 教 育 委 員 会 定 例 会  議 事 録 

 

開 催 日 時  

 

開 催 場 所  

 

出 席 委 員  

 

出 席 職 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開     会 

 

 

 

 

 

 

前回会議録承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年９月５日（木） １４時００分 

 

長崎県庁行政棟 教育委員会室  

 

池松教育長、廣田委員、浦川委員、前田委員、小松委員 

 

島村政策監、本田教育次長、中尾総務課長、小野下県立学校改革

推進室長、竹中福利厚生室長、日高教育環境整備課長、上原教職員

課長、木村義務教育課長、鶴田高校教育課長、立木児童生徒支援室

長、分藤特別支援教育課長、山口生涯学習課長、吉田新県立図書館

整備室長、草野学芸文化課長、松﨑体育保健課長、高鍋義務教育課

人事管理監、本村高校教育課人事管理監、小柳体育保健課体育指導

監、林田教育センター所長、渡邉理事兼長崎図書館長 

 

 

（池松教育長） 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから９月定例会を開

会をいたします。 

 本日の議事録署名委員を私から指名させていただきます。なお、

本日は黒田委員が所用のため、欠席する旨、御連絡をいただいてお

りますので、御了承願います。議事録署名委員は、廣田委員、小松

委員の両委員にお願いをいたします。 

 

 ８月定例会の議事録は、各委員に送付されておりますが、承認し

てよろしいでしょうか。 

 

 「異議なし」と呼ぶ者あり 

 

（池松教育長） 

 御異議ないようですから、前回の議事録は承認することにいたし

ます。 

 それでは、各委員、御署名をお願いいたします。 

 本日、提案されている議題等のうち、第１４、１５号議案、協議

事項（１）（２）につきましては、教育委員会の会議の非公開に関

する運用規定により非公開として協議を行いたいと思いますが、御

異議ございませんか。 
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 「異議なし」と呼ぶ者あり 

 

（池松教育長） 

 御異議ないようですので、そのように進めていきます。 

 まず、私の方から１点、御報告いたします。 

教育長報告資料を御参照ください。 

長崎県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則で、

臨時代理により処理しました事項について御報告いたします。 

９月９日に開会の令和元年９月定例会に上程される議案の中の、

教育委員会の案件の議案については、お配りしています教育長報告

資料の２ページにありますとおり、８月２６日付けで、知事から議

案の作成についての意見を求められ、資料１ページのとおり臨時代

理により、特に意見はない旨、回答をいたしました。 

 なお、議案の内容については、この後、総務課長から説明をいた

します。 

 

（中尾総務課長） 

 ９月定例県議会に上程される議案について御説明をいたします。 

 教育長報告資料１ページの記以下に記載のとおり、予算議案とし

て補正予算１件、条例議案として１件でございます。 

 ３ページを御覧ください。補正予算については、前回８月の定例

教育委員会で御説明させていただいたとおり、諫早特別支援学校校

舎３・４棟の長寿命化改修及び増築工事の令和元年度にかかる事業

費で、併せまして令和２年度にかかる工事費として債務負担行為を

設定しております。 

 ５ページを御覧ください。第１０５号の条例議案につきましては、

「第１ 要旨」に記載しておりますとおり、「成年被後見人等の権

利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律」により、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に

排除する欠格条項を設けている各制度について、心身の故障等の状

況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断

する規定へと適正化することとされました。その所要の手続規定の

整備が行われたことに伴うものでございます。 

 「第２ 改正内容」を御覧ください。３つの条例を記載しており

ますが、いずれも現行では、懲戒免職処分を受けた者や失職した者

については、期末手当及び勤勉手当を支給しないこととし、成年被

後見人等に該当して失職した者については、この不支給の対象から
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冊子１ 

 

報   告（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

除外するということを規定しております。今回の法改正により、成

年被後見人等に該当しても失職しないこととなったために、この除

外規定を削除するものです。施行日については、本年の１２月１４

日でございます。 

９月定例県議会に上程される案件についての説明は、以上でござ

います。 

 

（池松教育長） 

 ただいまの報告について、御質問等ございませんでしょうか。 

 

（中尾総務課長） 

 補足ですが、改正された法律の中に、国家公務員法、地方公務員

法があります。地方公務員については、成年被後見人になった場合

は失職するという規定になっていました。成年被後見人制度は、財

産管理能力に着目した制度であるのに、資格要件に対して一律に排

除されるのはおかしいではないか、そういったことが、成年被後見

人制度が拡大しない理由になっているのではないか、ということで

適正化されました。それにより、失職要件からなくなります。給与

条例等で規定しておりますが、そこの欠格条項もあわせて削除する

改正でございます。 

 

（池松教育長） 

 成年被後見人になった場合は、自動的に失職するが、退職手当を

払わない者からは除くという規定になっていたのを、自動的に失職

しないようになったから、その退職手当の条例についても、除外規

定を外すという条例改正ということになります。 

 御質問等ございませんでしょうか。 

 ないようであれば、定例教育委員会の冊子１について、審議いた

します。 

 報告事項（１）について、説明をお願いします。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 冊子１、１ページ、報告事項（１）「令和２年度公立小・中学校

管理職員選考第一次試験の結果について」御報告をいたします。 

 第一次試験は、令和元年８月３日、長崎県教育センターにおいて

実施いたしました。選考方法は、校長が論文と勤務実績、教頭が筆

記試験と論文、勤務実績であります。選考にあたりましては、合計

点の上位の者から合格といたしました。 
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選考結果を御説明いたします。 

ただいま配布いたしました「令和元年度長崎県公立小・中学校管

理職員選考試験データ 小学校校長候補」の資料を御覧ください。

なお、その資料に関しましては、後ほど回収させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

その表につきましては、去る８月２３日に、前田委員様に元デー

タとの突合、確認をしていただきました。ありがとうございました。 

では、説明に入ります。表紙を１枚お開きください。 

表の見方ですが、表１行目の１番左から、番号、順位、採点時に

利用した仮の番号、受験申請時の受付番号、市町名等の順で項目が

あります。職名の欄ですが、教頭以外の職名につきましては、市町

教育委員会に所属している者の職名でございます。「論文」の項目

は、論文を１６０点満点で採点した点数です。その右横の「教育長」

と記した欄は、市町教育委員会の教育長評価を１００点満点で記載

しております。さらにその右横の「勤評」の欄は、過去２年間の勤

務評価の合計を４０点満点に換算した点数であります。その横、「実

績」の欄は、市町教育委員会の指導主事にある者に２０点、大学院

の管理職養成コースの修了、修了予定者に１５点、主幹教諭、指導

教諭の職にある者に１０点を勤務評価の実績として加点している点

数であります。そのもう一つ右横の欄の合計が合計点になります。

満点は３２０点になります。この合計点の高い順に並べてお示しを

しております。 

小学校校長の一次合格予定者数は、６４名であります。１枚開い

ていただきまして、２枚目の順位、６４番目を見ていただきますと、

その者の合計点は２２１点となっております。合計欄を見ていただ

きますと、同点の者が６７番目までおりますので、ここまでの６７

名を一次合格といたします。 

次に、中学校校長です。中学校校長の冊子を御覧ください。 

表紙１枚開けてください。一次合格予定者を３６名としておりま

す。順位３６番目を見ていただきますと、この者の合計点が２０８

点になります。小学校校長と同様に合計点の欄を見ますと、３７番

目の者までが２０８点の同点となっておりますので、３７番目の者

までを一次合格といたしました。 

次に、小学校教頭です。小学校教頭の冊子を御覧ください。 

改めて、項目の説明をさせていただきます。「筆記」の欄に、そ

れぞれの筆記試験の点数、「論文」の欄には、論文試験の点数をそ

れぞれ８０点満点で記入しております。「教育長」欄には、市町教

育委員会の教育長評価を１００点満点で、「勤務評価」の欄には、
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質 疑 

これも校長試験と同様に過去２年間の勤務評価の合計を４０点満点

に換算して記入しております。また「実績」の欄も校長と同様、指

導主事職の者に２０点、大学院管理職養成コースの修了、修了予定

者に１５点、主幹、指導教諭に１０点を加算し、合計３２０点満点

で示しております。なお、「市町名」欄に「その他」とある者は、

附属小学校、教育センター等、現在市町教育委員会や市町立学校以

外に勤務している者です。また職名につきましては、教諭以外の主

諭は主幹教諭、指導は市町教育委員会の指導主事、研修は教育セン

ターの研修員等でございます。 

では、小学校教頭の結果についてです。一次合格予定者は７２名

であります。１枚開いていただき、２枚目の中ほど、順位７２番目

の者の合計が２２７点であります。７４番目までが同点であります

ので、ここまでの７４名を合格といたしました。 

最後に、中学校教頭となります。中学校教頭の冊子を御覧くださ

い。 

一次合格予定者は、３５名であります。順位３５番目の合計点が

２３１点、同様に３８番目までが同点となりますので、この３８名

を一次合格といたしました。 

定例教育委員会の冊子１の１ページにお戻りください。 

小・中学校をまとめた一次試験の選考結果を示しておりますが、

校長試験には２８８名、教頭試験には２９１名が出願し、一次合格

者は、校長が１０４名、教頭が１１２名となりました。その内女性

合格者は、校長が７名、教頭が１８名の計２５名で、昨年より３名

増となっております。女性管理職員につきましては、本年度の教頭

志願者が３４名で、昨年度の２２名から１２名の増加となりました。

このことにつきましては、今年度の管理職選考試験から変更となり

ました、「女性管理職員の再度の転居を伴う異動は、原則としてし

ない」こと。また、「これまで３年間であった名簿搭載期間を廃止

した」ことにより、家庭の状況等に影響を受けやすい女性職員が受

験しやすくなったためと考えております。女性管理職の増加は重要

な課題でありますので、引き続き粘り強く取り組んでまいります。 

今後の予定でありますが、二次試験である面接を１０月１日から

県庁行政棟３階で実施をいたします。最終的な名簿搭載予定者は、

校長が８３名、教頭が８９名となっております。なお、二次試験の

結果については、１２月上旬に通知する予定であります。 

 

（池松教育長） 

 ただいまの報告につきまして、御質問等ございませんでしょうか。 
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（廣田委員） 

 報告事項（１）の選考方法、校長も教頭も論文があります。２ペ

ージを見ると、県立学校は課題論文となっています。統一の課題で

論文を書かせていると思いますが、ただ論文と書いてあるのは、自

由に論文を書かせて、点数を出しているのでしょうか。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 この論文は、課題を当日受験者に提示するようにしております。

ですから、県教委が定めた課題で論文を書かせるということです。

なお、高校ではあらかじめ提出してもらって審査をするということ

ですが、小中学校の場合は、当日、本人に提示をしています。 

 

（廣田委員） 

 どちらがいいのか分かりませんが、当日にぱっと問題を出されて

論文を書くというのは至難の業かなと思います。県立学校は期間が

あり、自分の構想をまとめて論文が書けます。どうして異なるので

しょうか。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 論文の課題は、現在の学校教育課題についてのものを主に出すよ

うにしておりますので、日頃の職務についてきちんと意識をもって

いれば書けるという条件で書かせていますので、当日、本人が考え

て書くことも一つの基準としているところでございます。 

 

（廣田委員） 

 論文と名目を打つ以上は、事前に課題が分かっていた方が、管理

職として、このようにしていきたいというような壮大な構想をもっ

て書けるのではないかと思いました。いいのかは皆さんの判断が分

かれるところだろうと思います。 

 もう一つは、資料の中の実績のところに２０点、１０点とありま

すが、その基準をもう一度説明願います。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 現在、市町教育委員会の指導主事等の職についている者に２０点、

大学院の管理職養成コースの修了及び修了予定者に１５点、主幹教

諭、指導教諭の職にある者に１０点の加点をしているということで

ございます。 
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（廣田委員） 

 実績点をもらった人の中には、落ちている人もいます。特に教頭

先生の論文点が非常に低く、実績点をもらっているのに、合格点ま

で達していない人がいます。指導主事の方の選考を間違っているの

ではないかとも思いましたが、いかがでしょうか。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 元々、指導主事等に任用している者は、確かにこれまでの実績で

能力がある者として任用しているところです。実際テストになると、

自分の思いを十分に書き出せなかった、筆記でいえば、勉強してい

たところが少し違っており、点数が取れなかったということがある

と思います。基本的に加点できる者は、優秀な点数を取っている者

が多いという判断をしているところでございます。 

 

（廣田委員） 

 この実績点というのは以前からあったのでしょうか。制度改革で

実績点を与えるようにしたのでしょうか。ある意味、不平等のよう

にも感じました。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 これは今年度から取り入れた点数でございます。以前から、市町

の教育長から、市町教育委員会の指導主事については、指導職とし

て頑張っているので、任用についての配慮をしてもらうことはでき

ないか、という御意見をいただいておりました。検討を重ねまして、

勤務評価の実績として評価すべきであるという考えから、今年度か

ら点数を入れたものでございます。 

 

（廣田委員） 

 今年から入れたということで、是非追跡調査をして、本当にその

人たちは実績があって、そういう点数をもらっているのかどうかと

いうことを今後の選考の資料とするために、検討が必要ではないか

なと思いましたので、申し上げました。 

 

（小松委員） 

 １ページ目にある「名簿搭載予定者」というのは、最終合格予定

者ということでしょうか。 
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（高鍋義務教育課人事管理監） 

 そうでございます。最終的に名簿に登載する人数でございます。 

 

（小松委員） 

 いつも、女性登用のことを言われていますけれども、女性の任用

についても、ここで何人を任用するというような書き方はないので

すか。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 任用につきましては、この合格者及び前年度までに登載されてい

る者、それから教頭格と言い方をしていますが、現在教頭格を持っ

ているものが、市町教育委員会の指導主事等の中におりますので、

女性の数ということで、特に数を挙げるのは難しいかなと思ってお

ります。 

 

（小松委員） 

 女性をなるべく多く登用するという目標があるのであれば、点数

は点数として評価しながらも、ある程度目標をもった数字を書いて

いくのも一つの手ではないかと考えたので、発言しました。 

それから、次の質問です。評定の中で意外と思ったのが、勤評で

す。４０点満点に対して案外厳しいですよね。２０点台の方がたく

さんいます。勤評というのは勤務評定ですか。校長先生、教頭先生

になる者の勤務評定がどうしてこんなに低いのかなというのが、質

問の一つです。 

二つ目です。先ほど、廣田委員からの質問の中で、実績のところ

の加点ですが、勤務評定の一部と言われました。それが４０点の内

の２０点とか１５点というのが、あまりにも過大過ぎるのではない

かと思いました。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 これは、Ａ、Ｂ、Ｃという形で評価をしていきまして、それが点

数として表れます。Ｂという評価があれば十分その能力があるとい

う判断でございますので、２０点以下という者はおりません。２０

点の後半ぐらいになると、それなりの評価を得ていると判断をして

います。 

また、実績が勤評の評価の加点として、大きいのではないかとい

う御質問ですが、この辺は、先ほども申しましたように、それぞれ

の日々の実務としての努力点というか、活動を見たときに、それだ
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けの職務をしていると、それだけの能力があるという判断から、妥

当な線であると判断したところでございます。 

 

（小松委員） 

 実績を勤務評定とあわせて見ますと、満点を取っても６０点です。

６０点の内の２０点を実績のところであげると、１５点というのは、

かなり大きな数字ですよね。 

あと一つは勤務評定のところが、割合として厳しく査定されてい

るのに、どうして安易にこのような数字を点としてあげているのか

というのが、疑問に感じました。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 御指摘のように、全体として６０点と考えて、その３分の１が実

績ということになると大きいということですが、やはり、２年間の

勤務評価の点数というものは、日々の全体像、ベースになるもので

ありまして、実績については、市町の教育長が、これだけ頑張って

いる指導主事の職務に対して、それだけの評価をしてもらいたいと

いう思い、それから私どもも市町教育委員会の指導主事については、

それだけの能力があるということで、この点数にしたところでござ

います。 

 

（池松教育長） 

 勤務評価の３段階の割合を説明しますと、Ｂが普通以上の人たち、

Ａが特別良い人たち、Ａが非常に極まれで少なく、Ｂの中でも良い

人、普通の人がいるということであれば、今、小松委員の疑問の勤

評の点数が低いというのは御理解いただけるかと思いますが、よろ

しいですか。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 割合というのは、ＳＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で評価をいたし

ます。今、割合というのは持ってはいないのですが、概ね７割ぐら

いはＢということであります。 

 

（池松教育長） 

 概ねその職責を果たしているということで、Ｂ。ですからＳＡは

非常に優れているということです。通常のその責任がＢということ

になります。 

 加点については、女性登用とか色々なこともあって、今回御質問
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等ありました。今後、追跡調査など引き続き内容を見て、延長課題

ということでさせていただきたいと思います。 

 

（浦川委員） 

 先ほど説明があったように、転居の面や３年間名簿登載を無期限

にしたという非常に行政努力をされていることに感謝したいと思い

ますが、校長試験の中学校と小学校を見たときに、小学校で合計１

２名受けている中の、小学校の女性で、４５番に一人いますが、こ

んなに成績が悪いのですか。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 これは、厳正に採点をした結果、こういうことになっているとい

うことでございます。 

 

（浦川委員） 

 それは仕方がないことですが、長崎市で中学校の女性校長がいま

せん。長崎市で一人も女性校長がいないというのが、ちょっと寂し

いなと気になっていました。実力だから仕方がないとは思いますが、

鹿児島県が女性管理職の登用を増やすということが目的で、男性も

同じだと思いますが３５歳になると管理職試験を受けてくださいと

しています。若い時から学校経営についても勉強して実に簡単に大

村の教育センターのような施設に「行ってきます」「管理職試験受

けてきます」「みんな頑張ってね」という感じのムードが、学校全

体、県全体にあると聞きました。そして、長崎県でもこういった登

載年数を無期限にするということです。頭が柔軟な間にしっかり勉

強させて、学習しておけば、経営にも非常に力になる視点が開ける。

そして、一定自分の状況が改善したら管理職になるというような意

識付けも、ある面では検討してもらえればと思います。いろんな手

法があると思うので、引き続き御検討いただければと思います。 

それから、今後の日程の中に、面接が大きい話になってくると思

います。新規採用試験の面接でも思いますが、非常にパターン化し

て、部下は上司を超えられないというのがあって、柔軟な発想をし

たら、もう駄目となってくるし、もっと発想を、切り込む視点をも

っと本当に柔軟にしていただけるようにしてもらわないと、おもし

ろい人材も、社会の変化に対応できる人材もつかめないのではない

かなという気がします。パターン化して特訓していくから、それを

よしとされたら困ります。そして、勤務評定もそうです。今の校長

先生のめがねにかなわないと、実に使い勝手が良くないと、いい点
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数にならない。もうちょっと視点を上手にしていかないと、これか

らの社会を切り開く豊かな人材が、活躍できないなと思います。言

うことを聞くのには都合がいいんだけど、それ以上のことはしない

という人間が結構増えてくるので、そこら辺も含めて、面接の観点

であるとか、少しずつ変化を取り入れていただきたいと思います。 

 

（高鍋義務教育課人事管理監） 

 御指摘いただいたとおりのことだと思います。まず一つが、気軽

といったら変ですけれども、「管理職の試験を受けに行きます」と

いった、職場全体といいますか、教員の意識の醸成というのは必要

と思いますので、考えてまいりたいと思っています。あと、校長の

意に沿わないとなかなかというようなこともありましたけれども、

面接の段階において、かなりいろいろな角度から質問をして、思い

を引き出そうという努力はしているところでありますので、今後も

引き続き取り組んでまいりたいと思います。 

それから、先ほどの加点のことについて、追加の説明をさせてい

ただいてよろしいでしょうか。加点により、ボーダーラインを超え

た者というのは、たくさんはおりません。つまり、元々優秀なもの

であったということで、実際に小学校の校長では、今回６７名のう

ち４名が加点によって合格ラインに入ってきています。全体でいい

ますと、５％程度がそういう形で上がってきています。加点制度は

人物を計るためのひとつ役割を果たしているのではないかなと感じ

ているところでございます。 

 

（池松教育長） 

 ほかに御質問等ございませんか。 

ないようでしたら、続いて、報告事項（２）について、説明をお

願いします。 

 

（本村高校教育課人事管理監） 

 冊子１の２ページ、報告事項（２）「令和２年度県立学校校長・

副校長・教頭選考試験の実施について」を御報告いたします。 

 「１ 出願資格」につきましては、校長・副校長が教頭又はこれ

に準ずる職に３年以上の経験を有する者となっております。また、

教頭が教職員として１０年以上の経験を有し、年度末での年令が 

４３歳以上の者でございます。 

 「２ 出願状況」につきましては、校長・副校長が４５名、その

うち２名が女性です。教頭につきましては６３名で、そのうち８名
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が女性です。出願状況は、全体、女性とも、昨年より少し増加をし

ております。なお、今後の選考につきましては、３番の項目にあり

ますように、校長・副校長、教頭ともに、一次試験の課題の論文を

審査したのち、二次試験の面接を１２月に実施する予定でございま

す。 

 

（池松教育長） 

 ただいまの報告について、御質問、御意見等ございませんでしょ

うか。 

 

（小松委員） 

 教頭の出願資格が４３歳以上とあります。このような規定をつく

られた理由があれば教えてください。 

 

（本村高校教育課人事管理監） 

 ４３歳以上というのは、３０歳前後で採用されて、そして１０年

ほど経験をします。その経験の中で、学級担任や、何らかの主任を

務め、そして一通りの経験を終えられる年令が４３歳位ということ

で、教頭の試験を４３歳以上としているところであります。 

 

（池松教育長） 

 新卒基準ではないということです。採用されるまでに数回採用試

験を受けています。考え方としては、採用された時に概ね３０歳近

くになっているので、１０年経験をすると、４３歳近くになるとい

うような感じです。 

 

（小松委員） 

 年を重ねないと教頭にはなれないなと思いました。１０年以上の

経験というのは分かりますが、普通２０代で採用になります。 

 

（本田教育次長） 

 高等学校の場合、採用数も少ないということあります。例えば、

４９歳で新規採用される時代でございます。２２歳で大学を卒業し

てすぐというのは、本当に少ない時代でございますので、平均年齢

が約４８歳という集団が高等学校の教員でございます。４３歳とい

うのは非常に若いことになります。新採の平均が３０歳を超える時

代になりましたので、その上での４３歳でございます。 
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（廣田委員） 

 私も小松委員と同じような考え方ですが、全国の状況を教えてい

ただきたいと思います。例えば、東京都であったら、管理職にどの

くらいの年令でなっているのか。４３歳というのは、遅いような感

じがします。今の時代の流れの中では、例えば３０代の教頭がいて

もいいのではないでしょうか。九州各県だけでもいいので、九州内

の教頭の年令というのは、何歳からなっているのかということを教

えてもらえればと思います。 

 

（本村高校教育課人事管理監） 

 先ほどの４３歳のところで、付け加えです。次長も申されました

ように、教諭の平均年令が、約４６歳、４７歳になっております。

若い方が志願しにくい状況もあるのかもしれません。 

なお、九州各県の教頭の選考試験の年令につきましては、「制限

なし」というところも８県中２県ございます。それ以外の６県につ

きましては、４０歳、４３歳、４４歳、４５歳と各県で異なります。

長崎県の４３歳は九州のなかでは、平均もしくは、平均より上にな

ります。 

 

（池松教育長） 

 データはありますか。 

 

（本村高校教育課人事管理監） 

 あります。後程準備いたします。 

 

（池松教育長） 

 受験年齢と平均年齢、そういうデータの提出をお願いします。 

ほかにございませんか。 

ないようですので、続いて、報告事項（３）について、説明をお

願いします。 

 

（立木児童生徒支援室長） 

 冊子１の３ページを御覧ください。報告事項（３）「長崎っ子の

心を見つめる教育週間」の取組結果について御報告をいたします。 

 まず、「１ 概要」に示しておりますとおり、５月から７月の間

に各学校で教育週間を設定し、今年度は特に重点目標として、情報

モラル教材「ＳＮＳノート・ながさき」を活用し、情報モラルにつ

いて学ぶことを通して、相手の立場に立った言動の大切さを気づい
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たり、命を輝かせて生きようとする心情を育むとして、学校や家庭、

地域、関係機関が連携して取り組んでいただいております。 

実施状況は、３ページの中ほどから記しております。期間中に学

校に訪問していただいた方の数、すべて延べ数になりますけれども、

昨年度より５，８０２名多い、約１１万人となっております。また、

校種によって、前年度との増減はございますけれども、本教育週間

の企画や運営に協力いただいた方の数も、全体で１，７０６名増加

して、約２万２，０００人の協力を得て開催することができており

ます。 

３ページの下段から４ページにかけて記しておりますけれども、

各学校では、（２）に示しております重点項目、５項目ございます

けれども、その内容に従いまして、「生命を尊重し、大切にする心

情の育成」であるとか、「いじめはどんな理由があってもいけない

ことだ」という意識の育成などにかかる取り組みが行われておりま

す。 

本教育週間の取り組みにつきましては、平成１６年度に始まって

おりますので、今年度で１６年目を迎えております。この間、各学

校、家庭、地域の協力の下で、地域をあげた心豊かな長崎っ子の育

成への取り組みがなされてきているものと考えております。なお、

４ページの下段には、参考として、令和元年度の全国学力・学習状

況調査の質問紙調査のうち、本教育週間に関連した結果について記

しております。上から順に、「人の役に立つ人間になりたい」、「い

じめはどんな理由があってもいけない」、「自分には、よいところ

がある」のこの３項目いずれにつきましても、長崎県につきまして

は、小中学校どちらも全国平均よりも上回っている結果が出ており

ます。今後とも一人ひとりの子どもの命を大切にする心をしっかり

と育むために、家庭や地域との連携を引き続き図りながら、各学校

における心豊かな長崎っ子の育成に向けた取り組みを推進してまい

りたいと思います。 

 

（池松教育長） 

 ただいまの報告に対して、御質問等ございませんでしょうか。 

 

（廣田委員） 

 平成１６年から始まって、実に１６年間、この教育週間が続いて

いるという報告がありました。今年、学校に行ってみて、「ＳＮＳ

ノート・ながさき」を活用した情報モラル教育について、なかなか

ユニークなことを各学校やっておられて、いいことだなとは思いま
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すが、この教育週間というのが、未来永劫続けていく予定でしょう

か。と、申しますのは、学校はものすごく忙しくなっていると思い

ます。この教育週間一つ取ってみても、ものすごいエネルギーを使

って、各学校が一生懸命やっておられるというのは分かります。や

らなければいけないことが増えていき、学校、先生方がパンク寸前

なのではないかなと危機感を持っています。これが未来永劫ずっと

続いていくのか、例えば２０年なら２０年経ったところで区切りを

つけるのか、あるいは、同じようなことを続けていっても、あまり

意味がないかと思うので、少しずつ変革を加えていき、学校に負担

のないような形で実施していく方がいいのではないかとも思いま

す。ただ、学校への協力者が増えているというのは、一定評価して

いいと思います。そのような動きが出てきているということは評価

しながらも、学校の負担をできるだけ取り除いていくということを

やっていって欲しいというような思いから、申しました。 

 

（立木児童生徒支援室長） 

 御指摘、御意見ありがとうございます。少し繰り返しになります

けれども、平成１６年から、これまで１６年間続けてきております。

今申し上げたとおり、やはり、子ども達の成長、本当に数値的には

一端を示しているのに過ぎないと思いますけれども、こうした数値

的なところ、そして今委員からも御指摘いただいたとおり、学校だ

けではなくて、地域や家庭、そして多くの方々が協力をしていただ

いて、こういった取り組みができています。そういった意味で、本

県の特色ある取り組みとして、一定の成果を上げてきていると、私

どもとしては考えております。また、こうした取り組みが、過去に

起きた痛ましい事件を決して繰り返さないという、我々の強い思い

の元に、これからの社会を担う子ども達が、命を大切にする心であ

るとか、思いやりの心を育成するために、この教育週間の取り組み

というのは重要なものであって、これからも続けていければと考え

ております。 

ただ、御指摘いただいたとおり、マンネリ化を繰り返して、ただ

やることだけが目的化するようにないよう、また、各学校、教職員

の負担軽減ということも考えながら、実施したいと考えております。 

 

（浦川委員） 

 今、議論されているように、これは平成１５年の事件のときに、

緊急対策会議で提案された３項目の中の１番目に、「子どもは地域

で守らなければいけない」という、その総力戦の具体化として事業
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化されたもので、私も初めの頃の教育委員会の席では、マンネリ化

しないようにという意見を随分申し上げてきましたが、随分と内容

が重点化されてきていると感じます。３ページの一番下の④、家庭・

地域・関係機関等と連携して企画・運営をＰＴＡも含めて一緒にや

らせていくということは、拠点として子どもを守らせる意識をして

いかないと、途切れてしまうところもあります。 

だから、４ページに次年度へ向けた取組の、重点化を鮮明にしな

がら、誰に何をどうさせていくかというところの、やり方はよく考

えてもらって、軽減化を図っていく必要はあるかと思いますが、子

ども達を守っていくという、学校の役割の大きな話と思います。長

くする必要はないですが、重点化して集中的にやって、人を繋ぎな

がら、子ども達を意識改革していくということは大事だと思います

ので、これからも改善を重ねながら頑張っていただければと思って

おります。 

 

（前田委員） 

 この「長崎っ子の心を見つめる教育週間」は、役員をしていたと

きから携わってきました。学校負担を減らしたいということを言わ

れましたが、運営委員会の中で、今年度はどういうことをやってい

きましょうか、ということを、学校とＰＴＡで話をして実施してい

ました。学校側に全て負担をかけるわけではなく、ＰＴＡが中心に

なってやっているところもあると思いますし、この事業をなくすと

なると、地域の方々が学校へ来るという機会もなくなってしまう。

地域の方は、小学校、中学校、子ども達がどのような授業を受けて

いるのだろうか、どのような状況にいるだろうかというのは、こう

いう機会でもないと来れないので、普通の授業を実施している姿を

地域の方に見せる一番いい機会だと思います。これがないと、恐ら

く、こういう学校で取り組むべきということがなくなってしまうの

ではないかなと思います。学校と家庭と地域が連携と言うのであれ

ば、この企画というのはずっと続けていく必要があると思います。

特に、地域の方の協力がないと、子ども達は育っていかないという

こともあるので、私はこのまま続けていただきたいなと思いますし、

どのような取り組みをやろうかというのは、保護者も地域も含めた

ところでの話し合いをもっと持っていただいて、そして、地域の方

の協力もたくさんいただくような状況とか環境を作っていくのも大

事なのではないかなと思っています。 
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（池松教育長） 

 ほかにございませんか。今、様々な御意見が出ましたので、次年

度に向けた取組、内容までいくのかどうか、方向性なり、そういっ

た今後どんな展開をやるべきなのかということについては、別途、

教育委員会でも議論したいと思います。 

御質問がないようであれば、続いて、報告事項（４）について、

説明をお願いします。 

 

（渡邉理事兼長崎図書館長） 

 報告事項（４）「令和元年度第１回長崎県立長崎図書館協議会の

会議結果について」御報告申し上げます。資料５ページを御覧くだ

さい。 

 まず、この協議会の位置付けについては、資料５ページの一番下

に、「※参考」として記しております。図書館法という法律があり、

「図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行

う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べる機関」となっており

ます。いわゆる地方自治法によるところの附属機関、審議会と同様

のものとお考えいただければ結構です。 

 では、上に戻ります。開催日は８月２７日、場所はミライｏｎ図

書館でした。出席者は、長崎県立長崎図書館協議会の委員９名です。

委員の方は１０名委嘱していますが、この日はあいにく非常に天候

が悪く、離島にお住まいの委員の方が、飛行機が欠航のため出席で

きなかったため、９名となっております。事務局側が、館長、副館

長、各課長等でございます。「会次第」は、そこに書いたとおりで

す。 

「５ 概要」に移ります。一つ目の○印ですが、委員長と副委員

長は委員の互選により選出するということが決まっておりますの

で、その結果、松尾委員が委員長、副島委員が副委員長として選出

されました。松尾委員は、学校教育関係者として委嘱されている方

で、長崎市立南長崎小学校の校長先生でいらっしゃいます。副島委

員は、社会教育の関係として委嘱させていただいております、松浦

市の市立図書館の館長さんでおられます。委員長の議事進行の下で、

長崎図書館の現状についての説明、平成３０年度の事業報告、令和

元年度の経営目標及び主要事業計画等の説明について事務局から御

説明をいたしました。その後の質疑応答の中で出た主な御意見をそ

の下に４つ上げております。意見と書いておりますが、質問も含ま

れておりました。 

 １つ目の「・県市一体の運営について」、これは、ミライｏｎ図
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書館の運営についてですが、これは御意見というより御質問でした

ので、組織機構も含めて御説明を申し上げました。 

それから、２つ目の「・県立図書館の市町支援について」ですが、

これは県の役割として、市立図書館や町立図書館とコミュニケーシ

ョンを密に取り、その市立、町立図書館の補完や連絡調整というの

は非常に大切な仕事であるという御意見でございました。 

３つ目の「・課題解決支援と職員の研修について」、これは２人

の委員から御意見があったのですが、まず、課題解決支援サービス

については、イベントが非常に多くなりそうにみえるが、これは負

荷が大きいので、他の業務へのしわ寄せが出ないか心配であるとい

う御懸念が一人。それから、もう一人の方からは、職員の能力が問

われる業務だと思うので、職員の研修などもしっかりやったほうが

よいのではないかという御意見でした。それから、郷土資料センタ

ーにつきましては、これは重要な仕事なので頑張ってくださいとい

う御意見でございました 

今後の予定ですが、この図書館協議会は年に２回開催を予定して

おりますので、次回は、令和２年２月頃に開催予定ということにし

ております。 

 

（池松教育長） 

 ただいまの報告に対して、御質問等ございませんでしょうか。 

 

（廣田委員） 

 県市一体運営というのは、うまくいっていますか。 

それと、県立図書館の蔵書と大村市立図書館の蔵書、今後、どう

なっていくのか。 

それと、予算配分を一体化するのであれば、県立、大村市が全部

一体化されると思います。図書費等が、どのくらいの比率になって

いるか分かりますか。 

 

（渡邉理事兼長崎図書館長） 

 お尋ねいただいたうち、前半部分の、県市一体の進み具合、それ

から蔵書については私からお答え申し上げます。 

 まず、県市一体型図書館の準備ですが、同じ事務室で県の職員、

市の職員が机を並べて仕事をしております。図書館協議会の場でも

御質問がありましたが、組織機構が県と市で違っておりまして、県

の方は、図書館の中にも総務課ですとか、資料課ですとか、課制を

採っております。 



 - 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、大村市の市立図書館の方は課制がないということで、ミラ

イｏｎ図書館では業務ごとにグループ制を取っています。例えば、

県立図書館の総務課の職員と大村市立図書館の職員の一部の人が総

務グループということで、総務的な業務を担当します。一方、資料

の受入れや整理については、県立図書館の資料課の職員プラス大村

市立図書館の職員の一部が資料グループということになっていま

す。 

準備状況については、コミュニケーションが密に取れております。

やはり、同じ事務室で仕事をしているというのは大きいと思ってい

ます。難しいのは、ミライｏｎ図書館、ちょうど一月後、１０月５

日開館ですが、この開館にあわせて新しく取り組む事業がいくつも

ございます。これは、県も市もこれまで経験したことがない仕事に

取り組むということですので、ここは現場の職員も試行錯誤、手探

りをしながら準備をしているところです。今まで行ってきたことを

一緒に行うということであれば、刷りあわせをすればある程度でき

ますが、まったく経験ないことにこれから新しくトライしていくと

いうところが難しいです。ただし、これは今回の一体型図書館に限

ったことではございませんので、ここは全力で取り組むことになる

と考えています。 

 蔵書につきましては、当然予算を投じて購入するものですので、

県と市それぞれの蔵書がデータ上、裏では分かれています。ですか

ら、本棚に並んでいる本も、この本は県の蔵書、この本は市の蔵書

と分かれております。ただ、実際に閲覧室や書庫に並んでいる本は

区別せずに混ざって分野ごとに並んでおります。ですので、図書館

を利用される方は県の本か市の本かということは意識する必要する

ことなく御利用できることになっております。 

 

（吉田新県立図書館整備室長） 

 予算につきましては、先ほど館長が申し上げたように、県の本、

市の本としてそれぞれ購入いたしますので、それぞれ持っておりま

す。ただそれぞれの選書、購入の方針というのがございまして、大

村市は、市町立図書館として必要な本、いわゆる人気本といいます

か、文学であるとか、そういうものを購入します。 

また、県は市町立図書館支援という県立図書館の重要な役割もご

ざいますので、市町立図書館で買うことができないような高価な本

や、専門書を選書して購入するという形で役割分担をし、それぞれ

で予算化をしております。当然調整をして買いますので、重複する

ことがないようにしております。 
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報   告（６） 

 

 

 

 

 

 

 

（廣田委員） 

 心配なのは、県立の場合は、大村市と一体となったことによって

予算的に楽になるのか、あるいは、大村市が得をする、本を買わな

くなるとか、私はその辺がよく分かりません。私はどちらも、蔵書

に関しては予算を減らさずに、むしろ大村市も増やすし、県立も増

やしていく形で県民全体に本を提供していくというのが望ましいと

思うのですが、その辺は心配ないですか。 

 

（吉田新県立図書館整備室長） 

 先ほど申し上げた方針がありますので、毎年の予算査定で、その

必要性を申し上げながら、予算の確保にはそれぞれ努めていきたい

と考えております。 

 

（廣田委員） 

 県立も大村市も図書の予算はできるだけ確保するようにお願いし

ておきたいと思います。 

 

（浦川委員） 

 この協議会は館長の諮問に応じながらサービスについて検討して

いく機関ではあると思います。新しく館長が来られて、それに応え

得るような諮問内容であり、それに応え得るだけの提言力のあるメ

ンバーが決まったばかりで任期が何年かあるんでしょうけど、どう

ぞ存分に諮問内容を問いかけて、そういうスタッフもこれから時が

あれば抜本的にもっと入れ替えてみるとか、例えば、まちづくり、

地域づくりの観点からの活躍した人を入れてみるとか、いろんな視

点から活躍をしていただければと思います。 

 

（池松教育長） 

 ほかにございませんか。 

ないようであれば、続いて、報告事項（５）、（６）について、

一括して説明をお願いします。 

 

（小柳体育保健課体育指導監） 

 報告事項（５）（６）について、一括して説明いたします。 

 まず、（５）「第７４回国民体育大会について」、ただいま配布

しております資料を御覧ください。 

 本国体の予選である九州ブロック大会が、佐賀県を主会場に開催
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されました。昨年は、２１競技、４７種目の獲得でしたが、今年は

２４競技、４７種目のブロック突破となりました。昨年より競技数

は３競技増加しましたが、種目数は昨年と同数となりました。来年、

国体開催の鹿児島県が代表権数を伸ばすだけでなく、２０２３年の

開催の佐賀県も獲得権数を伸ばすなど、九州内の競技レベルが向上

している状況です。その中でも、本県は、ボート成年男子、少年女

子、スポーツクライミング成年女子、ソフトボール成年男子・少年

男女、ライフル射撃少年女子、剣道少年女子、バドミントン少年女

子、アーチェリー少年女子、ホッケー少年女子、バレーボール少年

男女の種目が、ブロック大会１位の成績を収めて、いずれも全国上

位のレベルにありますので、本国体でも活躍が期待できると思って

おります。茨城国体に向けては、大会までに残された期間で更なる

強化を図りながら、総合成績２０位台復活を目指して頑張りますの

で、声援よろしくお願いいたします。 

 また、先に御案内いたしました、国体結団壮行式を来週の水曜日

９月１１日に県立総合体育館において開催する予定ですので、御臨

席のほどをよろしくお願いいたします。 

 続きまして、冊子１、７ページの報告事項（６）「令和元年度全

国中学校体育大会の結果について」御報告いたします。 

 本大会は、今年は近畿地方各県で開催されました。その結果につ

きましては、８ページの入賞者一覧のとおりです。 

今年は、昨年より２つ少ない、２つの団体が入賞を果たしました。

バレーボール女子の諫早市立諫早中学校とソフトテニス女子の長崎

市立東長崎中学校が５位に入る活躍をいたしました。 

個人種目では、昨年と同じく５種目入賞しましたが、中でも水泳

競技女子２００ｍバタフライで、松浦市立志佐中学校の太田紗彩選

手が準優勝、陸上競技女子１００ｍハードルで、長崎日本大学中学

校の宮﨑叶和選手が県中学新記録で３位、剣道競技男子で、長崎南

山中学校の山口拓選手が同じく３位入賞を果たしたことは、今後の

さらなる活躍を期待しているところでございます。今後とも各関係

競技団体と連携を図りながら、ジュニア層の強化に取り組んでいき、

本県競技力の向上に努めていきたいと考えております。 

 

（池松教育長） 

 ただいまの報告について、御質問ございませんでしょうか。特に

ないようであれば、以上で、報告事項を終了いたします。 

 次の議案審議会は、非公開で行いますので、報道関係者の方は退

席をお願いいたします。 
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（別紙議事録） 

（別紙議事録） 

 

 

午後５時２８分、本日の会議を終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


